
公
開
討
論
会
・
合
同
個
人
演
説
会

の
開
催
の
法
的
位
置
づ
け

総
務
省
選
挙
課
理
事
官
　

笠
置

隆
範

は
じ
め
に

最
近
、
各
地
の
首
長
選
挙
等
に
お
い
て
公
開
討
論

会
や
合
同
個
人
演
説
会
が
開
催
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ

と
を
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
に
、
公
開
討

論
会
と
は
、
選
挙
の
公
示
・
告
示
（
以
下
「
告
示
」）

前
に
立
候
補
予
定
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
や
ビ
ジ

ョ
ン
を
参
集
者
が
聴
く
会
の
こ
と
を
、
合
同
個
人
演

説
会
と
は
、
選
挙
の
告
示
後
に
候
補
者
が
合
同
し
て

開
催
す
る
個
人
演
説
会
に
お
い
て
各
候
補
者
の
政
見

や
公
約
等
を
参
集
者
が
聴
く
会
の
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ

れ
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
以
前
あ
っ
た
立
会
演
説
会

の
廃
止
の
経
緯
や
公
開
討
論
会
と
合
同
個
人
演
説
会

の
開
催
に
関
す
る
法
的
な
枠
組
み
を
簡
単
に
述
べ
よ

う
と
思
う
が
、
平
易
に
わ
か
り
や
す
く
と
い
っ
た
要

請
や
、
紙
幅
に
限
り
も
あ
る
の
で
、
細
か
い
点
は
極

力
省
き
、
ま
た
、
私
見
も
交
え
て
の
記
述
と
な
る
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
た
い
。

立
会
演
説
会
の
廃
止
と
演
説
会
の
現
行
規
制

立
会
演
説
会
は
、
昭
和
二
三
年
以
来
、
公
営
に
よ

る
選
挙
運
動
の
一
つ
と
し
て
、
有
権
者
が
各
候
補
者

の
政
見
を
知
り
、
選
択
す
る
上
で
便
宜
な
制
度
と
し

て
実
施
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
立
会
演
説
会
に
つ
い
て
は
、
①
候
補
者
が
自

ら
聴
衆
を
集
め
る
必
要
は
な
い
た
め
、
労
力
と
費
用

を
節
減
で
き
る
、
②
有
権
者
に
と
っ
て
は
、
同
時
に

す
べ
て
の
候
補
者
の
演
説
を
直
接
聴
く
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
人
物
･
政
見
等
を
容
易
に
比
較
し
判
断
で

き
る
、
な
ど
の
長
所
が
挙
げ
ら
れ
る
一
方
、
短
所
と

し
て
、
①
候
補
者
が
開
催
地
･
開
催
時
間
を
自
由
に

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
②
候
補
者
の
選
挙
運

動
の
時
間
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
、
③
演
説
時
間

が
限
ら
れ
る
た
め
候
補
者
が
十
分
に
そ
の
政
見
や
抱

負
等
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
立
会
演
説
会
の
実
態
と
し
て
も
、
特
定
の

候
補
者
が
動
員
し
た
支
持
者
の
み
が
参
集
し
、
他
の

候
補
者
の
演
説
の
時
間
帯
に
な
る
と
一
斉
に
退
場
す

る
と
い
っ
た
状
況
や
、
候
補
者
自
身
が
有
効
な
方
法

で
選
挙
運
動
を
し
た
い
と
い
う
時
間
が
相
当
に
制
約

を
受
け
る
た
め
代
理
を
立
て
る
と
い
っ
た
状
況
も
見

受
け
ら
れ
、
立
会
演
説
会
が
形
骸
化
し
て
き
た
等
の
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昭和58年に公営の立会演説会が廃止されて以来、わが

国の選挙運動においては、候補者全員が一堂に会して政策

やビジョンを述べ合い、有権者がそれを聴くという機会が

なくなりました。しかし、10年程前から、公開討論会支援

NGO「リンカーン・フォーラム」の活動等によって、選挙の公示

（告示）の前に、政治活動として立候補予定者全員による公開討論会を開催す
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リンカーン・フォーラム調べ）。これら現在の法制度の中で行われている公開

討論会の課題と可能性を探ります。



問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、

立
会
演
説
会
に
割
か
れ
る
時
間
を
個
人
演
説
会
等
候

補
者
の
自
由
な
活
動
に
振
り
向
け
る
方
が
候
補
者
の

政
見
や
人
柄
を
有
権
者
に
よ
り
浸
透
で
き
る
と
考
え

ら
れ
、
昭
和
五
八
年
の
公
職
選
挙
法
改
正
に
よ
り
こ

の
立
会
演
説
会
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。

現
在
で
は
、
選
挙
運
動
の
た
め
に
す
る
演
説
会
に

つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
り
行
う
候
補

者
個
人
が
開
催
す
る
個
人
演
説
会
（
候
補
者
届
出
政

党
が
開
催
す
る
政
党
演
説
会
お
よ
び
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
が
開
催
す
る
政
党
等
演
説
会
）
以
外
の
も

の
は
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る
（
第
一
六
四
条
の
三
）。

公
開
討
論
会
、
合
同
個
人
演
説
会

公
開
討
論
会
は
、
選
挙
の
告
示
前
に
立
候
補
予
定

者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
参
集
者
が

聴
く
会
で
あ
り
、
公
開
討
論
会
で
の
立
候
補
予
定
者

の
演
説
等
は
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
政
治
上
の
主
義

主
張
を
述
べ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
政
治
活
動
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選

挙
運
動
と
は
異
な
り
、
そ
の
開
催
に
つ
い
て
公
職
選

挙
法
上
特
段
の
制
限
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
公
開
討

論
会
に
出
席
し
た
立
候
補
予
定
者
の
発
言
等
が
選
挙

運
動
に
わ
た
る
と
き
は
、
事
前
運
動
の
禁
止
規
定

（
第
一
二
九
条
）
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
し
、
仮

に
公
開
討
論
会
が
特
定
の
立
候
補
予
定
者
に
有
利
な

方
法
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の

立
候
補
予
定
者
の
選
挙
運
動
と
認
め
ら
れ
、
事
前
運

動
の
禁
止
規
定
（
第
一
二
九
条
）
に
抵
触
す
る
お
そ

れ
が
出
て
く
る
。

な
お
、
公
開
討
論
会
に
出
席
を
依
頼
す
る
立
候
補

予
定
者
や
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
時
間
等
に
つ
い
て
公

正
･
公
平
な
運
営
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
公
開
討
論
会
の
公
正
･
公
平
に
関
わ
る
点

で
も
あ
り
、
企
画
者
や
主
催
者
に
お
い
て
十
分
に
配

慮
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
選
挙
の
告
示
前
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
公
開
討
論
会
で
頒
布
で
き
る
文
書
図
画
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
選
挙
運
動
に
わ
た
ら
な
い
限
り
、

特
段
の
制
限
は
な
く
、
ま
た
公
開
討
論
会
の
開
催
の

周
知
広
報
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
合
同
個
人
演
説
会
は
、
選
挙
運
動
の
た
め

に
行
わ
れ
る
個
人
演
説
会
を
候
補
者
が
合
同
で
開
催

す
る
も
の
で
あ
り
、
候
補
者
以
外
の
第
三
者
が
開
催

す
る
こ
と
は
、
第
三
者
に
よ
る
演
説
会
の
開
催
禁
止

規
定
（
第
一
六
四
条
の
三
）
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な

る
。ま

た
、
選
挙
運
動
期
間
中
に
選
挙
運
動
の
た
め
に

頒
布
で
き
る
文
書
図
画
は
限
ら
れ
て
お
り
（
第
一
四

二
条
）、
選
挙
運
動
用
文
書
図
画
と
認
め
ら
れ
な
く

て
も
候
補
者
の
氏
名
等
が
記
載
さ
れ
た
文
書
図
画
の

頒
布
は
脱
法
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
第
一

四
六
条
）。
し
た
が
っ
て
、
合
同
個
人
演
説
会
で
頒

布
で
き
る
文
書
図
画
は
、
個
人
演
説
会
の
会
場
内
で

頒
布
で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

合
同
個
人
演
説
会
の
開
催
の
周
知
広
報
に
つ
い
て

は
、
個
人
演
説
会
の
開
催
告
知
の
文
書
は
選
挙
運
動

用
文
書
図
画
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
職
選
挙

法
で
掲
示
ま
た
は
頒
布
が
認
め
ら
れ
て
い
る
文
書
図

画
に
記
載
す
る
こ
と
の
ほ
か
は
、
文
書
図
画
に
よ
っ

て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

最
近
、
現
行
の
厳
し
い
選
挙
運
動
規
制
を
自
由
化

す
べ
き
と
の
意
見
が
各
方
面
か
ら
聞
か
れ
る
。
第
三

者
に
よ
る
合
同
演
説
会
を
解
禁
す
べ
き
と
の
意
見
も

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
で
、
第
三
者
に
よ
る
合
同

演
説
会
の
解
禁
に
つ
い
て
は
、
立
会
演
説
会
の
短
所

の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
候
補
者
の
選
挙
運
動

の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
懸
念
も
耳
に
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
第
三
者
に
よ
る
合
同
演
説
会
を

解
禁
す
る
か
ど
う
か
は
選
挙
運
動
の
あ
り
方
に
関
わ

る
問
題
で
あ
る
。
現
在
、
各
党
に
お
い
て
選
挙
運
動

規
制
の
見
直
し
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
そ
の
中
で
十
分
に
議
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
る
。●プロフィール

かさぎ たかのり

総務省自治行政局選挙部選挙
課理事官。大分県生まれ。平
成4年4月に自治省入省、地方
分権推進委員会事務局、自治
省選挙課、内閣官房副長官補
（安全保障･危機管理）付など
を経て平成17年7月より総務
省選挙課。この間、石川県、
島根県に勤務。
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